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片岡信恒弁護士の
法律相談事務所

【質問】私は 56歳で、兄が60歳です。母

は既に亡くなっており、 5年前から兄夫婦が

86歳の父と同居するようになりました。最

近、父が有料老人施設に入リ、会いに行きま

した。父は、認知症が疑われました。父の話

では、時価5000万円の自宅の名義を兄に

変え、さらに、銀行に連れて行かれて、預

金1億円の中、 5000万円を兄の長男に、

2000万円は兄嫁に渡した、と言いました。

父は、預貯金の通帳印鑑を兄に預けており、

将来が不安だと言っていました。私は兄に事

情を尋ねたととろ、興奮して「お前は関係な

い。」と言って何も説明してくれません。私

としては何か取るべき方法がありますか。

【回答】本来、父親が生前に普通の財産管理

をしていれば¥亡くなられた段階では、自宅

も残るし、預貯金もそれほど減らないでしょ

う。その場合、父親が遺言書を書いていない

と、法定相続となり相談者と兄が2分の lず

つ分けます。遺言書を書いた場合、原則とし

て遺言に書かれた通りに遺産は分けられま

す。

本件のようなケースはまれな事例だと思い

ますが、このままいくと、父親死亡時には、

預貯金もほぼ0に近くなっていることが考え

られます。ところで、遺留分減殺請求という

言葉はご存じでしょうか。今年7月1日の法

改正により、遺留分侵害額請求と呼ば、れるよ

うになりました。

まず遺留分から説明しますが、被相続人は、

生前にその財産を自由に処分したり、遺言に

より相続人などの誰かに財産を相続させ、贈

与することが可能です。しかしそれでは、あ

る相続人が期待していたような相続財産を取

得できなくなって、生活に困ることにもなり、

また相続人聞に不公平が生じます。そのため、

被相続人の財産処分の自由を一部制限する、

遺留分という権利が認められています。

遺留分は、配偶者、直系卑属のどちらか一

方でもいる場合は、相続財産の2分の l、直

系尊属だけの場合は、 3分のlとなっていま

す。なお、遺留分減殺請求の方法は、後日の

証拠のため、配達証明付きの内容証明郵便に

よるべきです。私達弁護士が遺留分減殺請求

事件として担当するのは、被相続人が遺言で、

「全財産を長男に相続させる」というケース

がとても多いです。

しかし、本件のように遺言はないが、生前

にほぼ全財産を、特定の相続人あるいは第三

者に贈与してしまった場合でも、遺留分減殺

請求はできます。遺留分算定の基礎となる財

産は、相続開始時の被相続人の財産だけでは

なく、被相続人が贈与した財産 (本件では自

宅)も含まれます。

さらに、相続開始前の 1年聞にされた贈与

と、迫留分権利者に損害を加えることを知っ

てされた贈与も対象になります。「損害を加

えることを知って」とは， 遺留分を侵害する

認識があればいいです。本件の兄の長男と兄

嫁への贈与は、金額も大きく、贈与の時期か

ら考えて、該当する可能性があります。
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